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お話のポイント 

１．都市におけるホテル事情 

２．住宅宿泊事業法（民泊）の視点と課題 

３．都市における宿泊産業の新たな課題 
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〔出典:TRAVEL VOICE / HPより」〕 

訪日外国人客推移表 

2,404万人 

3 

https://www.travelvoice.jp/wp-content/uploads/2017/01/inbound_total_2016_yearly.jpg


2020年 
21兆円 
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観光立国・インバウンド効果のKPI 

１．訪日外国人旅行者数 2020年 
４，０００万人 

2016年 
2,400万人 

２．訪日外国人旅行消費額 
2016年 
3.7兆円 

2020年 
８兆円 

 
３．地方部（３大都市圏以外） 
  での外国人延べ宿泊者数  
 

2015年
2,514万人 

2020年 
７，０００万人 

 
※ 日本人国内旅行消費額  
 

 
2015年 

20.4兆円 
 



１．ホテル・旅館の施設数はやや減少傾向にあるが、2015年度はそれぞれ 

 682施設・1,209施設と前年度に比べ微増となっている。 

２．一方、客室数は増加傾向にあり、2010年度と2015年度を比べると、 

 ホテルは約4,500室・旅館は約6,400室増加している。 

出典：「衛生行政報告例（年度報）」（厚生労働省） 

都内宿泊施設の客室数 都内宿泊施設数 （室） （施設） 

（年度） 
（年度） 

都内宿泊施設数・客室数の推移   
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ホテルカテゴリー  

カテゴリー分化 

ビジネス・Ｈ シティ・Ｈ ラグジュアリー・Ｈ リゾート・Ｈ 

ｱｯﾊﾟｰＢ 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞＢ 

ｱｯﾊﾟｰC ｽﾊﾟｰＬ ﾘｿﾞｰﾄ 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞＣ ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ ｱｰﾊﾞﾝＲ 

〔作図：玉井〕 
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カプセルホテル 

シティホテル 

超高級ホテル 

高級ホテル 

ビジネスホテル 

宿泊主体型ホテル 

多機能 単機能 

高価格 

低価格 

（外資系ホテル） 

〔作図：玉井〕 

民泊 

都市におけるホテルカテゴリー・ポジショニングマップ 
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〔出典：各ﾎﾃﾙHPより〕 

宿泊主体型ホテル各社 
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http://www.apahotel.com/
http://www.toyoko-inn.com/index.html
http://richmondhotel.jp/
http://www.sh-mb.com/sp/lohas/index.html
http://rurubu.travel/keiopresso/
http://rurubu.travel/jalcity/
http://rurubu.travel/sunroute/
http://rurubu.travel/candeohotels/
http://rurubu.travel/sotetsu/
http://rurubu.travel/daiwaroynet/
http://rurubu.travel/tokyuinn/
http://rurubu.travel/DormyInn/
http://rurubu.travel/hotelmets/
http://rurubu.travel/bestwestern/
http://rurubu.travel/Bzsmile/
https://www.keikyu-exinn.co.jp/
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 ホテル・ビジネススキームの変化    

投資家・オーナー 
【金融・ﾌｧｲﾅﾝｽ事業】 

ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
【不動産運用事業】 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
【運営事業】 
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都市再開発事業とホテル 

 １．都市（地域）開発の核・ステイタスシンボル 

 ２．他の商業施設との複合化がしやすい     
 
 ３．地域経済への波及効果→雇用の創出 
 
  ４．国家戦略（観光立国）の一環・文化貢献度 

※ 都市再開発における割増容積率 



〔出典：各社ＨＰより〕 
〔出典：各ﾎﾃﾙHPより〕 
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http://www.mandarinoriental.co.jp/tokyo/default.aspx
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Nihonbashi_mitsui_tower01s3872.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tokyo_midtown_tower_cropped.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Conrad_Tokyo.jpg


旧・赤坂ﾌﾟﾘﾝｽH 
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大阪プラザＨ 

Ｈパシフィック東京 

大阪東洋Ｈ 
現・ラマダＨ 

京王ﾌﾟﾗｻﾞＨ 

〔出典：各ﾎﾃﾙHPより〕 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Hotel_Plaza.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Keio_Plaza_Hotel_-01.jpg


〔出典：各社HPより〕 13 

https://tripbiz.com/jp/lend-room?utm_source=minpakubiz&utm_medium=banner&utm_campaign=host_sbanner01
http://www.zhubaijia.com/
http://www.zizaike.com/
http://www.fishtrip.cn/
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3293931&pid=884122206
https://tripbiz.com/


旅館業の種別（旅館業法） 

１．ホテル営業･･･１０室・９㎡以上・の洋客室主体 

２．旅館営業･･･５室・７㎡以上・の和客室主体 

３．簡易宿所営業･･･多人数で共用、延床＊３３㎡以上 

４．下宿営業･･･一ヶ月以上の期間を単位とする宿泊 

14 



15 

民泊の合法型類型 

 
 １．農林漁業体験型 
  （農山漁村余暇法） 
 

 
 ３．国家戦略特区型 
  （旅館業法適用除外） 
  

 ４．旅館業法改正 
  （簡易宿所要件緩和） 
 

 
 ２．イベント対応型 
  （国体、ｽﾎﾟｰﾂ・文化ｲﾍﾞﾝﾄ）     
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“住宅宿泊事業法案”の視点  

宿泊業＆旅行業 Ｖｓ 不動産業 

空家・空室への対応 

非稼働資産の有効利用 

増大するﾏｰｹｯﾄへの対応 

観光立国推進のﾍﾞｰｽ 

法改正→社会規範！！ 

外部不経済の発生 



〔出典：              ＨＰより〕 

住宅総数と空き家数推移  
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https://antenna-re.com/wp-content/uploads/2016/07/06c46eaa9e35321fc45cc1ca1d417ff4.jpg


「新設住宅着工戸数推移」及び「住宅の滅失戸数推移」  

「世帯数及び住宅戸数の推移」 

〔出典：国土交通省資料より作成〕 

〔単位：千戸〕

　　項目
年度

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

775 819 841 893 987

112 137 115 125 127

663 682 726 768 860

１．新設住宅着工数

２．滅失住宅数

　　　　※　差

〔単位：千戸〕

　　項目
年度

１９９８年 ２００３年 ２００８年 ２０１３年 〔2018年〕

44,360 47,255 49,973 52,453 ？

50,246 53,891 57,568 60,629 ？

1.13 1.14 1.15 1.16 ？※　住宅数/世帯数　

１．総世帯数

２．住宅総数
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住宅宿泊仲介業者 
〔Airbnb・とまれる等〕 

住宅宿泊事業者 
〔民泊ホスト〕 

住宅宿泊管理業者 

住宅宿泊事業法案の概要 

観光庁 
長官 

 
都道府県 

知事 
 

国土交通 
大臣 

登録 

登録 

届出 

情報 
共有 

１８
０泊 

家主居住型 
〔ﾎｰﾑｽﾃｲ型〕 家主不在型 

〔投資型〕 

〔作図：玉井〕 19 



〔出典：観光庁作成資料より〕 20 



※ 現状での違法事業者の徹底排除 →一罰百戒的措置！！ 
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住宅宿泊事業法案に係る今後の課題 

２．条例による年間営業日数制限の範囲について 

１．年間営業日数の確認方法について 

 
３．本人確認と鍵の受け渡し等の方法 
 

５．安全・安心の担保措置と苦情等への対応 ・・・ 等 

４．現行旅館業法との整合性（規制緩和） 



海外都市の民泊規制例 

〔出典：第4回「民泊ｻｰﾋﾞｽの在り方に関する検討会」資料5..＆日経ビジネス2016/1114号より作成〕 

都市名

１．ロンドン

・滞在税（民泊１人・1泊/0.83ﾕｰﾛ）

５．ニューヨーク

2. 常習違反者　7,500＄の罰金

 （約 830,000円）

3.市の調査員による違法ｱﾊﾟｰﾄの閉鎖 2. 知事は民泊規制を掲げ当選

1.「住居の目的外使用を禁止する規則」により 1. 違反者には高額な罰金が

・特になし

1.地元自治体への許可が必要 1. 違法な貸出物件掲載の

2.利用者の身分証登録と警察への情報提供 Airbnbに高額な罰金の可能性

・特になし住居以外で使用する場合は管轄官庁に届出し  科される可能性

2. 結果、複数物件所有者減少

2.上記以外の建築物でも市の許可なしの
・特になし

B.仲介事業者に対する規制A.民泊に係る貸主に対する規制 ※罰則規定

3.ただし年間８ヶ月以上居住の場合は不要

2.利用形態変更許可が必要

・９０日以上の場合、建物転用許可が必要 ・特になし ・特になし

1.「観光用家具付住宅」として届出が必要

の納付代行

３．バルセロナ

２．パリ

用途変更はできず短期滞在は違法

連続３０日未満の短期滞在は違法  罰金（約 110,000円）

許認可が必要

1.３戸以上の共同住宅で居住者が不在の場合 1 初めての違反者　1,000＄の

４．ベルリン
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東京都宿泊税の概要 

○ 平成12年 4月 1日 地方分権一括法施行（法定外目的税創設） 

○ 平成12年11月30日 東京都税制調査会答申（ホテル税等導入提言） 

○ 平成13年11月 2日 知事記者会見にてホテル税導入案を公表 

○ 平成13年12月19日    平成13年第四回都議会定例会(宿泊税条例案可決) 

○ 平成14年 3月29日   総務大臣の同意 

○ 平成14年 4月10日 東京都宿泊税条例及び規則公布 

○ 平成14年10月 1日 東京都宿泊税条例及び規則施行 

項目 内容 

目的等 

 国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興

を図る施策に要する費用に充てるため、ホテル又は旅

館の宿泊者に一定の負担を求める法定外目的税として創

設 

納税義務者 

 都内のホテル又は旅館の宿泊者 

 (旅館業法第二条第二項又は第三項の営業に係る施設) 

 ※ 第二項：ホテル営業  第三項：旅館営業 

課税免除  宿泊料金1人1泊 1万円未満の宿泊 

税    率 

 宿泊料金１人１泊  

  ・ 1万円以上1万5千円未満の宿泊 １００円 

  ・ 1万5千円以上の宿泊 ２００円 

徴収方法 
 ホテル又は旅館による特別徴収 

 （登録施設数 29年3月末 619件） 

備考 

条例附則第6項で、条例の施行後5年ごとに、条例の

施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、この条例

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとしている。 

導入までの経緯 制度の概要 （東京都宿泊税条例） 

税収の推移 

単位：百万円

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

予算額 1,144 1,027 1,058 1,384 1,761 2,462 2,412

決算額 820 1,070 1,315 1,624 2,076 - -

1,144  

1,027  1,058  

1,384  

1,761  

2,462  2,412  

820  

1,070  

1,315  

1,624  

2,076  

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

予算額 決算額 
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都市名 パリ ベルリン ニューヨーク ロサンジェルス ハワイ

税名称 滞在税 宿泊税 ﾎﾃﾙﾕﾆｯﾄﾌｨｰ TMD課税 宿泊税

＊１８歳以上 ＊同市に宿泊する旅行者 ＊同市内ホテル宿泊者 ＊同市内の５０室以上を ＊宿泊施設等

＊ﾊﾟﾘ２０区内のﾎﾃﾙに 　または仲介業者（宿泊者 　有するホテルの宿泊者

　滞在する旅行者 　が仲介業者を通して予約

　した場合）

２．税率等 ＊1人・１泊につき ＊室料の５％ ＊１室・１泊につき ＊宿泊料の１．５％ ＊室料の９．25％

・.ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ　：４．4€ （ただし朝食代金等の ・10＄以上20＄未満：0.5＄ （ただし朝食代金等の

・.5つ星ﾎﾃﾙ ： ３．3€ サービス料を除く） ・20＄以上30＄未満：1＄ サービス料を除く）

・４つ星ﾎﾃﾙ ： ２．48€ ・30＄以上40＄未満：１．5＄

・３つ星ﾎﾃﾙ ： １．65€ ・40＄以上           ：２＄

・２つ星ﾎﾃﾙ ： ０．99€

・1つ星ﾎﾃﾙ ： ０．83€

    (B&B)

３．使　途 ＊・観光プロモーション等 ＊観光振興のため、税の ＊ＴＭＤの観光開発や ＊同市ＴＭＤでのビジネス ＊ハワイの観光機関

一部を博物館や観光名所 　プロモーション等 　会議や観光旅行のため 　「ハワイ・ツーリズム・

への支援に活用 　のプロモーション活動 　オーソリティー」を通し

　ハワイ州の観光促進に

＊パリ観光局ＨＰ ＊同市HP ＊同市ＨＰ ＊同市観光局ＨＰ *日本ツアーオペレーター

＊ＬAＴimesHP 　協会ＨＰ

*ハワイ州税務局ＨＰ

１．徴収対象

＊出　典

海外における主な宿泊税等の事例 

〔出典：「第３回大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議資料」より〕 

※ＴＭＤ・・・Tourism  Marketing District。観光ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ地域。地区のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動の資金を捻出するため、地区内に立地するホテル売上額に課税する仕組み。 
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空家の問題点 

１．老朽化による倒壊 

２．雑草や悪臭等衛生環境悪化 

４．放火や不法侵入による治安悪化 

３．景観の悪化 

５．積雪による倒壊や落雪 

※ 空家・空地による資産非効率化 

外部不経済 
の発生 

住宅宿泊事業法 
（民 泊） 
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Ａ．不確定な状況への対応 

Ｂ．多様な関係性への対応 

+ 

共通な価値認識 
の醸成 

地域・異業種とのコラボ 



ご清聴ありがとうございました！！ 

おわり 
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